
介護老人福祉施設　高取

利用料金表

☆加算内訳（金額は1割負担の場合）

 看護体制加算Ⅰ  4円／日  日常生活継続支援加算  48円／日  高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ  10円／月

 看護体制加算Ⅱ  8円／日  21円／月  高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ  5円／月

 夜勤職員配置加算Ⅳ2  22円／日  科学的介護推進体制加算  52円／月

 個別機能訓練加算Ⅰ  13円／日  105円／月

☆個別の加算（該当時・対象の方のみ算定） ☆その他の実費負担

 ・ドライクリーニングを利用する洗濯代

 ・売店購入代

 ・嗜好品・外注食の飲食代

 ・レクリエーションにかかる物品・外食代

 ・協力医療機関以外への交通費・駐車場代

　

　 入院の翌日～６日間　 　７日目以降

☆減額制度〈介護保険負担限度額認定証〉の詳細は、住所地の市区町村（介護保険課）でお尋ね下さい。
 収入等の要件  資産（預貯金）の要件

 ・生活保護受給者  単身1,000万円以下、

 ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者  夫婦で2,000万円以下

 単身650万円以下、

 夫婦で1,650万円以下

 単身550万円以下、

 夫婦で1,550万円以下

 単身500万円以下、

 夫婦で1,500万円以下

 介護職員等処遇改善加算【Ⅰ】　　　　　　所定総単位数に14.0％を乗じた単位

 初期加算（入所後30日又は30日超えの入院後30日） 　31円／日

　20円／入所時

 ・健康管理費（インフルエンザ予防接種等）

　7円／1食

　257円／日

　126円／日 若年性認知症入所者受入加算

  入院した翌日～6日間は外泊時費用が算定されます。

  その段階に関わらず自費の金額（1,975円/日）となります。

  7日目以降は、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方も

 ・理美容代

　523円／回

　264円／回

 安全対策体制加算

 療養食加算（医師の指示による特別食の提供）

 外泊時費用（入院・外泊時に１月に最大6日間）

  ★入院・外泊中の居住費について

 新興感染症等施設療養費（1月に連続5日間まで）

 退所時相談援助加算

 退所前連携加算

 退所時情報提供加算

 退所時栄養情報連携加算

　418円／回

 個別機能訓練加算Ⅱ

 協力医療機関連携加算

第3段階②

第1段階

  ※生活保護受給者も同様に入院中の居住費は自費となります。

 世帯全員が市民税非課税で、
 本人の合計所得額＋年金収入額の合計が80万円超120万円以下

 世帯全員が市民税非課税で、
 本人の合計所得額＋年金収入額の合計が120万円超

第2段階

　73円／回

　250円／日

　94円／月

 世帯全員が市民税非課税で、
 本人の合計所得額＋年金収入額の合計が80万円以下

第3段階①

 口腔衛生管理加算Ⅰ

　114円／月 口腔衛生管理加算Ⅱ

外泊時費用 257円

+

1,975円

居住費 1,370円

880円

居住費(自費)

1,975円



令和6年8月改正

加算 〈1月につき〉

基本報酬 加算 （処遇改善を含む）

要介護1 134,335円 4,215円 700円 3,670円

要介護2 136,915円 4,288円 773円 3,987円

要介護3 139,707円 4,367円 852円 4,330円

要介護4 142,322円 4,441円 926円 4,651円

要介護5 144,866円 4,513円 998円 4,963円

要介護1 112,945円 3,525円 700円 3,670円

要介護2 115,525円 3,598円 773円 3,987円

要介護3 118,317円 3,677円 852円 4,330円

要介護4 120,932円 3,751円 926円 4,651円

要介護5 123,476円 3,823円 998円 4,963円

要介護1 90,935円 2,815円 700円 3,670円

要介護2 93,515円 2,888円 773円 3,987円

要介護3 96,307円 2,967円 852円 4,330円

要介護4 98,922円 3,041円 926円 4,651円

要介護5 101,466円 3,113円 998円 4,963円

要介護1 67,685円 2,065円 700円 3,670円

要介護2 70,265円 2,138円 773円 3,987円

要介護3 73,057円 2,217円 852円 4,330円

要介護4 75,672円 2,291円 926円 4,651円

要介護5 78,216円 2,363円 998円 4,963円

要介護1 64,895円 1,975円 700円 3,670円

要介護2 67,475円 2,048円 773円 3,987円

要介護3 70,267円 2,127円 852円 4,330円

要介護4 72,882円 2,201円 926円 4,651円

要介護5 75,426円 2,273円 998円 4,963円

加算 〈1月につき〉

基本報酬 加算 （処遇改善を含む）

162,651円 5,010円 1,400円 7,341円

167,810円 5,156円 1,546円 7,974円

173,394円 5,314円 1,704円 8,660円

178,624円 5,462円 1,852円 9,302円

183,713円 5,606円 1,996円 9,927円

加算 〈1月につき〉

基本報酬 加算 （処遇改善を含む）

190,966円 5,805円 2,100円 11,011円

198,705円 6,024円 2,319円 11,961円

207,081円 6,261円 2,556円 12,990円

214,926円 6,483円 2,778円 13,953円

222,560円 6,699円 2,994円 14,891円

☆食費（1,445円） 内訳 　　★おむつ代、衣類のクリーニング代は介護サービス費に含まれています

昼食 ＋ おやつ 夕　食 　　★上記金額については、配置基準や介護報酬の改定により変更になることがあります

605円 520円

31日あたり

介護サービス費 〈1日につき〉

介護サービス費 （1日につき）

介護サービス費 （1日につき）

1,445円

390円

300円

1,360円

650円

95円

95円

95円

95円

1,445円

食費

朝　食

320円

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

要介護3

要介護4

要介護5

3割負担

要介護1

居住費

食費

1,975円

31日あたり 1日あたり

1,975円

880円

880円

1,370円

1,370円

居住費

1日あたり

居住費

1,975円285円

95円

1日あたり

190円

1,445円

食費

2割負担

要介護1

要介護2
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介護老人福祉施設 高取 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人怡土福祉会が開設する介護老人福祉施設高取（以下「施設」とい 

う。）が行う、介護老人福祉施設事業の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営

に関する事項を定め、要介護状態にある入所者に対し、適切な施設サービスを提供するこ

とを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 施設は、入所者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、 

その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所前の居宅における生活と入所後の 

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会 

的関係を築き、自律的な日常生活が送れるようサービスを提供する。 

２．地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、 

居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービ 

スを提供する者との密接な連携に努める。  

３．適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

４．常に提供したサービスの質の管理・評価を行う。 

 

（施設の名称等） 

第３条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 介護老人福祉施設 高取 

（２）所在地 福岡市早良区昭代２丁目１４－１１ 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 施設に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

（１） 施設長（管理者）  １名（常勤、兼務） 

       施設長（管理者）は、施設の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（２） 医師        １名以上（非常勤、兼務） 

入所者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため適切な措置を行う。 

（３） 介護支援専門員   １名（常勤、専従） 

       施設サービス計画の作成、実施状況を把握し、入所者の満足度を確保する。 

（４） 生活相談員     2 名以上（常勤、専従１名） 

     入所者の生活相談、処遇の企画や実施等を行う。又、常に介護支援専門員との連 

携を図りサービス計画につなげる。 



（５） 管理栄養士     １名（常勤、兼務） 

     嗜好を考慮した献立作成、栄養管理・栄養ケアマネージメント、療養食の提供、

栄養計算等食事業務全般並びに入所者に対する栄養指導等を行う。 

（６） 看護職員      ３名以上（常勤、非常勤／専従、兼務） 

     入所者の保健衛生並びに看護業務を行う。 

（７） 介護職員      ３４名以上（常勤、非常勤／専従、兼務） 

     入所者の心身の状況等的確に把握し、入所者に対し適切な介助を行う。 

（８） 機能訓練指導員   １名（常勤、専従） 

     入所者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓

練を行う。 

（９） 事務員      １名（常勤、兼務） 

     経理事務・介護保険関係事務を行うほか、入所者の事務代行を行う。 

（１０）その他の職員 

     上記職種の他、職務内容に応じて必要な職員を置く。 

 

（入所定員） 

第５条 施設の入所定員は、１００名とする。 

 ２．施設のユニット数は１０ユニットとする。 

 ３．各ユニットの定員は１０名とする。 

 ４．災害等やむをえない場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて利用できない。 

 

（入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額） 

第６条 介護老人福祉施設サービスの内容は次のとおりとする。 

（１）日常生活上の援助 

（２）健康状態の確認 

（３）機能訓練サービス 

（４）入浴サービス 

（５）食事サービス 

（６）相談・援助に関すること 

（７）レクリエーション行事の実施 

（８）施設サービス計画の作成 

（９）その他入所者が適切なサービスを利用できる為の便宜の提供 

 ２．施設は、法定代理受領サービスに該当する施設サービスを提供した場合、入所者から

利用料の一部として、当該施設サービス費用基準額から施設介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

３．法定代理受領サービスに該当しない指定介護老人福祉施設サービスを提供した際に



入所者から支払を受ける利用料の額と、サービス費用基準額との間に、不合理な差額

が生じないようにする。 

 ４．前項の支払を受ける額のほか、別紙利用料金表に掲げる項目については、別に料金の

支払を受けるものとする。 

 ５．前項の費用の支払を受ける場合には、入所者又はその家族に対し事前に文書を交付 

して説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

 

（施設利用に当たっての留意事項） 

第７条 入所者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。 

 ２．入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより管理者に届け出る。 

 ３．入所者は健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特別な理由がない限り受

診する。 

 ４．入所者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。 

 ５．入所者は施設内で次の行為をしてはならない。 

 （１）宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵す

こと。 

 （２）けんか、口論、泥酔などで他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。 

 （３）施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 

 （４）指定した場所以外で火気を用いること。 

 （５）故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。 

 ６．入所者は、サービスに係る利用料等を当該サービスを利用した月の翌月末日までに速

やかに支払うものとする。 

７．入所にあたり入所者は施設と利用契約を締結する。契約の有効期限は要介護認定の 

有効期限と同じだが、入所用件が満たされていれば、自動的に更新する。 

８．入所者は、理由の如何を問わずいつでも契約を解除することができる。 

９．以下の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了する。 

（１）他の介護保険施設や認知症対応型共同生活介護施設等へ入所した場合 

（２）介護認定区分が、非該当・要支援となった場合 

（３）死亡または被保険者資格を喪失した場合 

１０．以下の場合は、施設から通知の上契約を解除する。 

（１）施設で実施される入退所検討委員会において、退所して自宅で生活ができると 

判断された場合。 

（２）サービスの利用料金を３ヶ月以上滞納し、支払いを催告したにもかかわらず 

１０日以内に入金がない場合。 

（３）医療機関へ入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがないことが判明し 

た場合。または、3 ヶ月を経過しても退院できない場合。 



（４）やむを得ず、施設を縮小または閉鎖する場合。 

 

（非常災害対策） 

第８条 施設は、非常災害に備えて必要な設備（スプリンクラー・消火器・防火扉・非常 

用自動通報装置）を設け、防災、避難に関する計画を作成する。 

 ２．非常災害に備え、年２回以上（うち１回は夜間または夜間想定訓練）、避難、救出 

その他必要な訓練等を行う。 

 

（協力病院等） 

第９条 入院治療を必要とする入所者のために協力病院及び、協力歯科医療機関を定める。 

医療法人社団朝菊会昭和病院     福岡市西区北原２－２－６ 

松田歯科医院            福岡市城南区荒江 1丁目３４－２１ 

 

（秘密の保持） 

第１０条 職員は、正当な理由なく業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を他に漏ら 

してはならない。 

 ２．職員に対しては、退職後も、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持させる

為、雇用契約の内容とする。 

 ３．居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ

入所者の同意を得る。 

 

（身体拘束） 

第１１条 施設は、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを 

得ない場合を除いて、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体 

的拘束等」と言う。）を行わない。 

２．緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者 

の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録し、家族等に説明を行い同意を得た

うえ、身体拘束承諾書に署名捺印をもらう。 

 

（虐待防止に関する事項） 

 第１２条 施設は、入所者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとす

る。  

（１） 虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（２） 虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

（３） 成年後見制度の利用支援 

入所者及びその家族からの虐待等に関する苦情処理体制の整備 



（苦情対応） 

第１３条 施設は、提供したサービスに関する入所者からの苦情に対して、迅速かつ適切 

に対応するため、施設長、介護支援専門員、または担当生活相談員が受付窓口となり、 

事実関係調査の実施、改善措置、入所者又は家族に対する説明、記録の整備その他必 

要な措置を講じるものとする。 

２．提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村 

職員からの質問・紹介に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力する。市町村か

ら指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。 

３．サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力

すると共に、国民健康保険団体連合会から助言を得た場合は、それに従い、必要な改

善を行う。 

 

（地域との連携等） 

第１４条 施設は、運営に当たって、地域住民又は住民の活動との連携、協力を行うなど、 

地域との交流に努める。 

 

（事故発生時の対応） 

第１５条 施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合 

は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じる。 

２．施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行う。 

 

（緊急時の対応） 

第１６条 施設は、施設サービスの提供を行っているときに、入所者に病状の急変が生じた

場合やその他必要な場合は速やかに医師または施設が定めた協力医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を行う。 

 

（従業者の研修） 

第１７条 施設は従業者の資質の向上を図るため、採用時３ヶ月以内、また、１年に２回 

以上研修の機会を確保する。 

 

（委任） 

第１８条 この規程に定める事項のほか、施設の運営に関する重要事項は、理事長が定める。 

 

 

 



附則 

この規程は、平成２９年２月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規程は、令和３年４月１日より施行する。 

この規程は、令和４年８月１日より施行する。 

この規程は、令和５年１０月１日より施行する。 

 


